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議決事項 

第１号 
令和元年度事業報告及び令和元年度歳入歳出決算報告 

 

１．令和元年度事業報告 

 

(1) 長岡市地域公共交通協議会 

項目 実施日 内容 

第 1回 R1.5.31 

(議決事項) 

(1)平成 30年度事業報告及び平成 30年度歳入歳出決算報告 

(協議事項) 

(1)生活交通の利用状況について 

(2)栃尾地域における生活交通について 

(3)令和元年度事業内容について 

(4)令和元年度交通関連事業について 

第 2回 

R1.7.26 

～R1.8.2 

（書面協議） 

(議決事項) 

(1)運行協力金路線バスの運行見直しについて 

(協議事項) 

(1)栃尾地域への見附市デマンド型乗合タクシー延伸運行 

の依頼について 

第 3回 R2.2.21 

(議決事項) 

(1)小国地域自家用有償旅客運送の更新登録について 

(2)生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業） 

について 

(3)令和 2年度事業計画(案)について 

(4)令和 2年度歳入歳出予算(案)について 

(協議事項) 

(1)路線バスの運行見直しについて 

(2)自家用有償旅客運送の運行見直しについて 

(3)長岡市地域公共交通網形成計画の実施状況について 

第 4回 

R2.3.25 

～R2.4.1 

（書面協議） 

(議決事項) 

(1)長岡市地域公共交通協議会規約改正について 
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(2) 分科会 

項目 実施日 内容 

第 1回 

小国地域 
R2.1.16 

(議題) 

(1)平成 30年度及び令和元年度上期の利用状況について 

(2)令和 2年度事業計画（案）について 

第 1回 

川口地域 
R2.2.5 

(報告事項) 

・平成 30年度川口地域バスの運行状況について 

(協議事項) 

・令和 2年度川口地域バス運行内容の変更について 

第 1回 

山古志地域 
R2.1.28 

(報告事項) 

・平成 30年度の運行実績について 

(協議事項) 

・運行内容の変更について 
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(3) 事業の報告 

項目 内容 

長岡地域 

○令和２年秋にオープンを予定している、道の駅「ながおか花火

館」への路線バスの延長について検討した。 

○バス待合所設置事業を活用し、地域内 2箇所のバス停留所で上

屋を整備した。 

○ノ－マイカ－デ－（9 月 9 日～15 日）、バスの乗り方教室（11

月 13日、中島小学校）を開催した。 

中之島地域 

○平成 29 年度に実施した公共交通空白地域でのデマンドタクシ

ーの実証運行やアンケート調査の結果を踏まえ、地元主体によ

る共助会の立上げやボランティア輸送に関する検討を行った。 

越路地域 
○来迎寺駅周辺の駐車場整備について検討した。 

（令和 2年度に整備予定） 

栃尾地域 

〇令和元年 10 月 1 日から西谷地区において、デマンド型乗合タ

クシーの実証運行を開始した。（令和 3 年 4 月からの本格運行

目標） 

○令和元年 10 月 1 日から、見附駅と文納地区の区間で見附市デ

マンド型乗合タクシーの運行を開始した。 

和島地域 

〇令和元年 5 月 13 日に「長岡市和島地域生活交通検討委員会」

を設立し、9 月 9 日から割烹バスによるボランティア輸送を開

始した。（令和 2年 10月からデマンド型乗合タクシー実証運行

開始予定） 

寺泊地域 ○寺泊駅前広場整備事業の実施設計及び地元説明会を実施した。 

小国地域 

○「NPO 法人 MTN サポート」が運営を行っている小国地域生活交

通（大貝線、八王子線、法末線）について、利用客数の推移を 

確認し、運行内容（運行ルートなど）の見直しを行った。 

（令和 2年 4月から運行開始。） 

川口地域 

○「NPO 法人くらしサポート越後川口」が運営を行っている川口

地域バス（西川口・田麦山線、和南津・木沢線、上川線）につ

いて、利用客数の推移を確認し、運行内容（運行本数など）の

見直しを行った。また、バスの起終点を「川口支所」から診療

所の最寄停留所である「ぬくもり荘」とすることで、診療所利

用者の利便性を図るための見直しも行った。 

（令和 2年 4月から運行開始。） 

山古志地域 

・太田地区 

○「NPO 法人中越防災フロンティア」が運営を行っている山古志

地域・太田地区バス（村松線、岩間木線、種苧原線、小松倉線）

について、利用客数の推移を確認し、運行内容（運行本数など）

の見直しを行った。また、学校・ＰＴＡからの要望により、種

苧原線、小松倉線、村松線の帰宅時間帯に 16:15発の学校関連

便を追加設定した。（令和 2年 4月から運行開始。） 
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（1） 歳入

（単位：円）

款 項 目 予算額 収入済額 増減額

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 3,050,000 3,050,000 0 長岡市負担金

２ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 0 0 0

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 0 0 0

４ 諸収入 １ 諸収入 １ 雑入 0 23 23 預金利息

3,050,000 3,050,023 23

(2)　歳出

（単位：円）

款 項 目 予算額 支出済額 残　額

１ 運営費 １ 会議費 １ 会議費 300,000 217,358 82,642
委員報酬

お茶代

199,000円

18,358円

２ 事務費 １ 事務費 50,000 550 49,450 振込手数料 550円

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 2,700,000 2,821,500 ▲ 121,500
協議会運営業務委託費 2,821,500円

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 0 0 0

3,050,000 3,039,408 10,592

(3)　差引残額　

（収入済額） （支出済額） （残額）

－ 3,039,408 ＝ 10,615 円　　　※ 長岡市へ返納

合　　計

3,050,023

説　明

合　　計

説　明

 

２．令和元年度歳入歳出決算報告 

 

(1) 歳入歳出決算書 

（会計期間：平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日） 
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(2) 会計監査報告 
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議決事項 

 第２号 
令和２年度事業計画の変更（案）について 

 

１．主要事業 

 

（１）路線バス及び公共交通空白地有償運送の効率的な運行の検討 

（小国地域、川口地域、山古志地域・太田地区） 

 

（２）栃尾地域のデマンド型乗合タクシー実証運行と本格運行へ向けた検討 

 

（３）和島地域のデマンド型乗合タクシー実証運行 

 

（４）共助運送の活用に関する検討 

 

（５）パークアンドライドの推進 

寺泊駅前広場整備（工事着手）、来迎寺駅周辺駐車場整備 

 

（６）モビリティマネジメントの推進 

小学校や高齢者を対象とした乗り方教室 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえて実施を判断。 

 

（７）新たな公共交通システム勉強会の開催 

 

（８）バス・タクシー共通割引券事業 

 

 

２．協議会の開催 

 

 （１）今年度は３回程度開催（６月、１１月、２月を予定） 

 

 （２）必要により地域分科会の開催 

 

 

 



7 

 

議決事項 

 第３号 
令和２年度年度歳入歳出予算の変更（案）について 

 

１．歳入 

（単位：円） 

款 項 目 

R2年度 

予算額 

（A） 

H31年度 

予算額 

（B） 

比較 

（A－B） 
説明 

1 負担金 1 負担金 1 負担金 4,000,000 3,050,000 950,000 長岡市負担金 

2 補助金 1 補助金 1 補助金 43,000,000 0 43,000,000 
長岡市補助金 

（内示額） 

3 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 0 0 0  

4 諸収入 1 諸収入 1 雑 入 0 0 0  

合計 47,000,000 3,050,000 43,950,000  

 

 

２．歳出 

（単位：円） 

款 項 目 

R2年度 

予算額 

（A） 

H31年度 

予算額 

（B） 

比較 

（A－B） 
説明 

1 運営費 

1 会議費 1 会議費 500,000 300,000 200,000 
委員報酬、 

お茶代等 

2 事務費 1 事務費 50,000 50,000 0 
印紙、 

振込手数料等 

2 事業費 1 事業費 1 事業費 46,450,000 2,700,000 43,750,000 
協議会運営業務委託 

バス･タクシー共通割引券事業 

3 予備費 1 予備費 1 予備費 0 0 0  

合計 47,000,000 3,050,000 43,950,000  
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議決事項 

第４号 
栃尾地域における乗合タクシー本格運行について 

１．概要 

令和元年 9月末にバス路線が廃止された地域において、地域住民にとって利便性が

高く、持続可能な生活交通を確保するため、実証運行を継続しながら令和 3年 4月か

らの本格運行へ向けた取り組みを進めるもの。 

 

２．取組内容 

（１）令和元年度の取組 

 ・令和元年 10月から、デマンド型乗合タクシーの実証運行開始。 

 

表 実証運行実績（6か月間） 

期間 令和元年 10月１日～令和 2年 3月 31日 

運行頻度 土日祝日含む毎日 1日５便 

利用者数 延べ 1,000人（同じ人が複数回利用） 約 1.8人/便 

稼働率 約 60％（553便/915便） 

 

（２）令和 2年度の取組  

 ・令和 3年 3月 31日まで、実証運行を継続。 

・本格運行となる令和 3年度分の「地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金」

計画書を、締切期日までに、新潟運輸支局へ提出（補助金概要：参考資料）。 

 ・利用促進や乗合率向上を図るため、利用啓発や料金施策等の取り組みを期間限定

で実施。 

  ※実施時期は新型コロナウィルスの状況等を考慮しながら検討 

 

（３）令和 3年度の取組 

 ・令和 3年 4月 1日から、デマンド型乗合タクシーの本格運行開始。 

 

表 栃尾地域デマンド型乗合タクシー本格運行（案） 

期間 令和３年４月１日～ 

根拠法令 道路運送法第４条 

運送事業者 タクシー事業者 

使用車両 
ジャンボタクシー車両（乗客９名定員）１台 

小型タクシー車両（乗客４名定員）１台 

運行頻度 土日祝日含む毎日 １日５便 

利用方法 電話による事前予約制 

運賃 移動距離に応じて設定（300円～600円） 

乗降位置 基本的に停留所での乗降とする。 
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■本格運行区間 
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様式第１－６（日本工業規格Ａ列４番） 

長交協第   号 

令和２年 月 日 

 

 

国土交通大臣 殿 

 

 

                                                  新潟県長岡市大手通２丁目６番地 

                                                  長 岡 市 地 域 公 共 交 通 協 議 会 

                                                  会長 茂田井 裕子       印 

 

 

 

地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請書 

 

 

 

 地域内フィーダー系統確保維持計画を別紙のとおり定めたので、関係書類を添えて申請し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、別添の記載すべき事項を全て記した地域内フィーダー系統確保維持計画を添付するこ

と。 



11 

生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む） 

 

令和２年  月  日 

 

          長岡市地域公共交通協議会           

  会長 茂田井 裕子  印 

 

生活交通確保維持改善計画の名称 

 

 長岡市地域内フィーダー系統確保維持計画 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

 長岡市内は、鉄道３路線（信越本線、上越線、越後線）が通っており、加えて長岡駅を中

心として、放射状にバスを運行している。各方面への基幹路線は整備され、長岡駅との往来

手段は確保されている。しかし、バス利用者の減少に伴い、行政負担が増える傾向にある。

結果、特に利用者が少なく、採算が見込めない郊外バス路線の維持が困難となり、市民のニ

ーズに対応できなくなってきている。 

 栃尾地域は高齢化率30～40％（長岡市地域公共交通網形成計画Ｐ9参照）かつ過疎地域で

あり、鉄道が通っておらず、路線バスが重要な移動手段である。令和元年9月にバス路線が

廃止された西谷地区ほか当該エリアは、栃尾地域中心部から10㎞以上離れた集落もあるな

ど、広範囲に及ぶ。一般タクシーを利用した場合、買物や通院などの日常利用でも、住民の

経済的負担が大きい。令和元年10月から、当該エリアでデマンド型乗合タクシーの実証実験

を開始し、廃止されたバス路線沿線住民の代替交通手段として、十分認知されてきている。

また、長岡駅との基幹バス路線に接続することで、地域外への移動も可能にしている。実証

実験は、令和３年３月31日まで実施する。 

 以上より、住民の生活交通の確保を目的とし、地域内フィーダー路線として、現在実施し

ているデマンド型乗合タクシーを、令和３年４月１日以降の本格運行につなげ、安定した運

行を維持する必要がある。 

  

 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標１）事業の目標 

 

令和３年度・・・乗合タクシーの利用者を１月あたり１７０名以上とする。 

令和４年度・・・乗合タクシーの利用者を１月あたり１８０名以上とする。 

令和５年度・・・稼働率、利用者を高め、運賃収入を平均８０，０００円/月以上 

        とすることで、財政負担率を下げる 

（参考値） 

 令和元年１０月～令和２年３月の一月あたりの平均値 

 ・利用者１６７名/月、稼働率６０％、運賃収入７３，５００円 
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（２）事業の効果 

 

・公共交通空白地の高齢者や、マイカーを所有していない住民の移動手段を確保できる 

・病院、小規模ショッピングセンター、工業団地、栃尾支所（市役所）等の近くに停留所を

設けることで、幅広い目的での利用が期待できる。 

・長岡市中心部と往来する基幹バス路線との接続により、広域的な移動がしやすくなる。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

・利用者ニーズを把握するためアンケートや地域住民と各自治会での勉強会を実施し、運

賃や運行ダイヤの増便、期間を限定した運賃割引などの利用促進策を検討する。（長岡

市、事業者） 

  （長岡市地域公共交通網形成計画Ｐ61参照） 

  

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 
 

・「表１」を添付。 

 ※運行内容の概要については「別添１」参照。 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 
 

・運行経費から、運行収入及び国庫補助金を差し引いた額を長岡市が負担する。 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

 

・秋葉タクシー株式会社（予定）。 

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

 

・ＯＤ調査（用紙配布によるアンケート等） 

・利用者アンケート（車内聞き取りアンケート等） 

・住民ヒアリング（住民懇談会・勉強会の実施等） 

 

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの運

行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

該当なし 
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９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に

準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

該当なし 

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

該当なし 

11．外客来訪促進計画との整合性 

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

 

該当なし 

 

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

・「表５」を添付。 

 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 

該当なし 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 
 

該当なし 

（２）事業の効果 

   

該当なし 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者【車両

減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとす

る場合のみ】 

 

該当なし 
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16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収

支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した

利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

17．協議会の開催状況と主な議論  

  

栃尾地域（西谷地区ほか）における生活交通について 

 

・令和元年５月 31日 道路運送法第 21条に基づく、実証実験（令和元年 10月１日～令 

和３年３月 31日）の内容について説明し、合意を得た。 

  ・令和２年２月 21 日 事前予約性タクシーの実証実験及び検証について報告し、意見交

換を行った。 

  ・令和２年６月 10 日 道路運送法第４条に基づく本格運行（令和３年４月１日～）に向

けた、計画概要について説明した。また、地域内フィーダー系統確

保維持計画書（案）について承認を得た（予定）。 

18．利用者等の意見の反映状況 

 

・協議会の構成員には公共交通利用者も含まれ、協議会での意見を参考に計画している。

また、地域の住民の意見を反映させるため、実証実験中である令和２年２月に、実際に乗

合タクシーを利用している方からアンケートに協力してもらった（対象：21 名）。結果を

運行計画作成の参考とした。 

19．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 
長岡地域振興局地域整備部 

長岡地域振興局企画振興部 

関係市区町村 
長岡市都市整備部 

長岡市土木部 

交通事業者・交通

施設管理者等 

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社 

越後交通株式会社 

公益社団法人 新潟県バス協会 

一般社団法人 新潟県ハイヤー・タクシー協会 

国土交通省 北陸地方整備局長岡国道事務所 

新潟県警察本部交通部 

地方運輸局 
国土交通省 北信越運輸局交通政策部 

国土交通省 北信越運輸局新潟運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 

長岡市消費者協会（公共交通利用者） 

長岡市老人クラブ連合会長岡支部（公共交通利用者） 

長岡技術科学大学（学識経験者） 

日本労働組合総連合会新潟県連合会（労働組合） 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）新潟県長岡市大手通２丁目６番地                 

（所 属）長岡市都市整備部交通政策課                 

（氏 名）星野 智史                 

（電 話）0258-39-2267                 

（e-mail）koutuu@city.nagaoka.lg.jp      
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 3年度

起点 経由地 終点
運行態様の
別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対象
地域間幹線系統等
との接続確保策

基準ニで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．区域運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記することとし、「系統キロ程」について記載を要しない。

２．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

３．「再編特例措置」については、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載する。

４．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行の別を記載すること。

５．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークと、どのように接続を確保するかについて記載する。

６．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。

復　　　ｋｍ
回

往　　　ｋｍ
日

復　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

(5)
往　　　ｋｍ

日 回

復　　　ｋｍ

(3)
往　　　ｋｍ

日 回

基幹路線である越後交通㈱長
岡駅行路線バスと接続できるよ
う、停留所を複数個所設置。

①

(2)
往　　　ｋｍ

日 回

182日 910回 区域運行 ①②（１）
往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

長岡市

(1)
栃尾地域(西谷地区
ほか）

秋葉タクシー㈱
予定

西谷地区
ほか

(4)

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

市区町村 運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

計画
運行
回数

計画
運行
日数

系統
キロ程

運行系統
再
編
特
例
措
置
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

　地域公共交通網形成計画、地域公共交通再編実施計画の策定年月日及び算定式適用開始年度

　国庫補助上限額の算定

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図

（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）

算定式

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づき
地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。
「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。

5,468 小国地域（旧小国町） 過疎地域

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。
「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域
とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興
対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振
興山村に該当する地域の人口及び実施要領（２．（１）⑭）に基づき地方運輸局長等が
指定する交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

国庫補助上限額対　象　人　口

計画名 策定年月日 算定式適用開始年度

市区町村名 長岡市

人　口

人口集中地区以外 142,660

交通不便地域 28,218

人　口 対象地区 根拠法

1,002 山古志地域（旧山古志村） 過疎地域

4,477 川口地域（旧川口町） 過疎地域

13,164 栃尾地域（旧栃尾市） 過疎地域

4,107 和島地域（旧和島村） 過疎地域

長岡市地域公共交通網形成計画 平成29年３月 平成30年度
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日 回 日 回 ％

：土曜 ：日曜 ：祝日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 月計 累計

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150 150

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 月計 累計

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150 300

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 月計 累計

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150 450

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 月計 累計

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155 605

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 月計 累計

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 155 760

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 月計 累計

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150 910

◆生活交通確保持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）認定申請に使用する際の注意点

1.「申請番号」「運行系統名」の欄については、申請する生活交通確保持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）に記載されたとおり転載すること。
2.各月については計画回数のみ記載すること。

◆生活交通確保持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）交付申請に使用する際の注意点

1.「申請番号」「運行系統名」の欄については、認定された生活交通確保持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）に記載されたとおり転載すること。
2.計画運行回数に対する実績運行回数の割合が30％未満の系統は補助対象外となる。

合計

5月

曜日

4月

曜日

9月

曜日

7月

曜日

8月

曜日

計画運行回数

計画運行回数

実績運行回数

実績運行回数

計画運行回数

実績運行回数

実績運行回数

地域内フィーダー系統確保維持事業（区域型）運行便数算出表（令和2年10月～令和3年9月）

6月

曜日

計画運行回数

実績運行回数

計画運行回数

秋葉タクシー株式会社　予定 申 請 番 号

実績運行回数

計画運行回数

栃尾地域（西谷地区ほか） 運 行 系 統 名 栃尾地域（西谷地区ほか）

計 画 運 行 日 数 182 計 画 運 行 回 数 910 実 績 運 行 日 数 実 績 運 行 回 数 運 行 割 合

自 治 体 名 長岡市 事 業 者 名
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協議事項 

第 1 号 
生活交通の利用状況について 

 

１．小国地域 

(1) 令和元年度の運行内容 

運行主体：NPO法人 MTNサポート  

運行形態：【大貝地区】コミュニティバス 【八王子地区、法末地区】乗合タクシー 

運  賃：大人 200円、小学生 100円、バス区間のみ回数券、定期券 

運 休 日：土日祝日、年末年始（12/31～1/3） 

運 行 日：八王子地区 月･水･金、法末地区 火･木･土 
 
(2) 平成 30年度から令和元年度の変更内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太郎丸郵便局を経由する 
ルートに変更 8:10 横田クリニック発 

17:30 大貝発 
18:05 小国車庫前発の便を廃止 

7:45 原三叉路発の便を廃止 
8:45、11:20 横田クリニック発 
9:15、14:00 大貝発の便を増便 

○大貝線の運行時刻、バス停留所を見直し。 

■取り組み状況 

H24 運行開始 

H26 土曜、第 3日曜減便 

H27 八王子・法末線をデマンドタクシー化 

H29 地域内小学校統合、減便 

H30 車両小型化 

R1  バス停新設・廃止、時刻表変更 

西便 
東便 
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(3) 令和元年度の利用状況（年別） 

 

 

 

 

 

 

 

■全路線計 

 

 

 

 

 

 

■各路線別 

①大貝線                ②八王子線 

 

 

 

 

 
 
③法末線                【参考 地域人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 今後について 

 

 

 

538 519 
390 408 

298 
193 134 

0

200

400

600

800

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

乗
車
人
員
（
人
）

約31％減

定期運行 デマンド運行

○利用状況 

・平成 30年度と比べて全路線計では約 18％減となっている。 

・路線別では大貝線が約 17％減、八王子線が約 21％減、法末線が約 31％減となっている。 

○考  察 

・年別の利用者減少の要因としては、人口減少、少子高齢化による中学生利用の減少、特

定の高齢者利用の減少、運転できる高齢者の増加などが考えられる。 

・２月～３月の利用者減少の要因としては、新型コロナウイルスの影響が考えられる。 

12,386 11,008 9,778 8,559 
6,137 5,309 4,369 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

乗
車
人
員
（
人
）

約18％減

11,546 
10,249 

9,147 7,825 
5,595 4,924 4,084 

0

5,000

10,000

15,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

乗
車
人
員
（
人
）

約17％減
302 240 241 

326 
244 192 151 

0

200

400

600

800

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

乗
車
人
員
（
人
）

約21％減

定期運行 デマンド運行

○令和２年４月から、大貝線の西便（小栗山・滝谷方面）と東便（太郎丸・諏訪井方面）
を統合し（太郎丸郵便局～諏訪井地蔵様区間を廃止）、全便を共通ルートとすることで効
率化を図る。また、買い物・通院・健康づくりに配慮しつつ、利用が少ない便を廃止・
統合することで効率化を図る。 

○今後は、見直しによる効果を検証すると共に、広報活動等による利用促進策や更なる効

率化を検討していく。 

八王子線・法末線を 

事前予約制に変更 

地域内小学校の合併により、小学

生利用者がスクールバスへ移行 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

12,386 11,008 9,778 8,559 6,137 5,309 4,369

運行便数 5,960 4,920 4,900 4,900 4,410 4,392 4,302

利用者数 11,546 10,249 9,147 7,825 5,595 4,924 4,084

1便当たり 1.9 2.1 1.9 1.6 1.3 1.1 0.9

運行便数 616 616 207 201 176 142 110

利用者数 302 240 241 326 244 192 151

1便当たり 0.5 0.4 1.2 1.6 1.4 1.4 1.4

運行便数 616 620 267 229 174 146 105

利用者数 538 519 390 408 298 193 134

1便当たり 0.9 0.8 1.5 1.8 1.7 1.3 1.3

大貝線

八王子線

法末線

利用者数（合計）

2,331 2,328 2,333 2,343 2,326 2,304 2,293

3,201 3,074 2,934 2,812 2,737 2,609 2,489

490 468 446 420 405 385 353

6,022 5,870 5,713 5,575 5,468 5,298 5,135

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

人
口
（
人
）

グラフ タイトル

65歳以上 15～64歳 15歳未満
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【参考】令和元年度の利用状況（月別） 

 

① 大貝線 

・大貝線の沿線人口は、3％の減少 

  ・大貝線の乗車人数は 4月～1月（コロナの影響前）は、10％の減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 大貝線の月別推移 

 

② 八王子線 

・八王子線の沿線人口は、2人（3％）の減少 

 ・八王子線の乗車人数は 4月～1月（コロナの影響前）は、14％の減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 八王子線の月別推移 

 

③ 法末線 

  ・法末線の沿線人口は、2人（3％）の減少 

  ・法末線の乗車人数は 4月～1月（コロナの影響前）は、32％の減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 法末線の月別推移 
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２．川口地域 

(1) 令和元年度の運行内容 

運行主体：NPO法人暮らしサポート越後川口 

運行形態：コミュニティバス 

運  賃：大人 200円、小学生 100円、回数券、定期券（NPO会員限定） 

運 休 日：土日、年末年始（12/31～1/3） 

 

(2) 平成 30年度から令和元年度の変更内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○H30年度から大きな変更はなし。 

■取り組み状況 

H25 運行開始 

H28 定期券販売開始（NPO法人限定） 
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(3) 令和元年度の利用状況（年別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■全路線計 

 

 

 

 

■各路線別 

①西川口･田麦山線           ②上川線 

 

 

 

 

 

③和南津・木沢線           【参考 地域人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 今後について 
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○利用状況 

・平成 30年度と比べて全路線計では約 2％増となっている。 

・路線別では、西川口・田麦山線が約 23％増、上川線が約 6％減、和南津・木沢線が約

15％減となっている。 

○考  察 

・西川口・田麦山線の利用者数増加の要因として、新規利用者の増加や既存利用者の利

用回数の増加が考えられ、また、12月に行った広報活動も効果があったと考えられる。 

・上川線、和南津・木沢線の利用者数減少の要因としては、人口減少、特定の高齢者利

用の減少、運転できる高齢者の増加などが考えられる。 

・２月～３月の変動については、川口地域のコミバスは学生の利用が無いことから、新型コロナ

ウイルスの影響が少なかったと考えられる。 
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〇令和２年４月から、各路線で利用者の少ない時間帯の便を１便廃止し、運行時間の短縮

による効率化を図る。また、各路線ともバスの発着場を「川口支所」から「ぬくもり荘

（診療所最寄りの停留所）」に変更して、利便性の向上を図る。 

○今後は、見直しによる効果を検証すると共に、広報活動等による利用促進策や更なる効

率化を検討していく。 
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【参考】令和元年度の利用状況（月別） 

 

① 西川口・田麦山線 

・西川口・田麦山線の沿線人口は、2％の減少 

  ・西川口・田麦山線の乗車人数は 4月～1月（コロナの影響前）は、21％の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 西川口・田麦山線の乗車人数の推移 

 

② 上川線 

 ・上川線の沿線人口は、3％の減少 

 ・上川線の乗車人数は 4月～1月（コロナの影響前）は、5％の減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 上川線の乗車人数の推移 

 

② 和南津・木沢線 

・和南津・木沢線の沿線人口は、2％の減少 

 ・和南津・木沢線の乗車人数は 4月～1月（コロナの影響前）は、14％の減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 和南津・木沢線の乗車人数の推移 
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３．山古志地域 

(1) 令和元年度の運行内容 

運行主体：NPO法人中越防災フロンティア 

運行形態：コミュニティバス 

運  賃：大人 200円、小学生 100円、回数券 

運 休 日：日祝、年末年始（12/30～1/3）、お盆（8/14～8/16） 

 

(2) 平成 30年度から令和元年度の変更内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■村松線 
・10:10、11:55 村松回転場発 
10:20、12:05、13:07 山古志支所発 
7:22 虫亀発の便を廃止 

・17:25 村松回転場発の便を学校関連 
 便に統合 

■小松倉線 
・11:10、13:27 小松倉発 

13:07 山古志支所発の便を廃止 
・16:15、18:30 山古志支所発の便 

を学校関連便に統合 

■種苧原線 
・11:12、13:29 種苧原発 
13:07 山古志支所発 
の便を廃止 

・16:15、18:30 山古志支 
所発の便を学校関連便 
に統合 

○岩間木線以外の３路線で路線バスと学校関連便を統合 

及び運行本数を減便した。 

■取り組み状況 

H26 運行開始 

H27 減便 

H28 旅客範囲の拡大 

H29 便数の見直し（増・減便） 

H30 便数の見直し（増・減便） 

R1  学校関連便一部統合、減便 
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(3) 令和元年度の利用状況（年別） 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

■全路線計                 【参考 地域人口の推移】 

 

 

 

 

 
 

■各路線別 

①村松線                 ②岩間木線 

 

 

 

 

 

③種苧原線                ④小松倉線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利用状況 

・平成 30年度と比較して全路線計では約 10％減となっている。 

・路線別では、村松線が約 19％減、岩間木線が約 39％減、種苧原線が約 5％減、小松倉線

が約 7％増となっている。 

○考  察 

・年別の利用者変動の要因としては、路線バスの運行便数の減少や人口減少、特定の高齢

者利用の減少、運転できる高齢者の増加、少子高齢化による小・中学生・高校生利用の

減少などが考えられる。 

・３月の利用者減少の要因としては、新型コロナウイルスの影響が考えられる。 

H28.11 から越後交通路線バスが

太田地区まで延伸 

太田小中学生が路線バスに移行 
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(4) 今後について 

 

 

 

 

 
 
【参考】令和元年度の利用状況（月別） 

 

① 村松線 

・村松線（岩間木線含）の沿線人口は、4％の減少 

  ・村松線の乗車人数は 4月～2月（コロナの影響前）は、13％の減少 

   ※小中学校は 3月休校 

  ・学校関連便の冬期の定期券において、平成 30年度は 11月から利用可能だった

ものを、令和元年度は一カ月前倒しして、10月から利用可能としたことによる

乗車人数の増加（※夏期：1人→冬期：7人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 村松線の月別推移 

 

② 岩間木線 

・岩間木線（村松線含）の沿線人口は、4％の減少 

  ・岩間木線の乗車人数は 4月～2月（コロナの影響前）は、37％の減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 岩間木線の月別推移 

394 394 407 394
349 342

407

715

536
569 598

558

292 301
361 343

238
299

649

524
465

514
447

136

0

100

200

300

400

500

600

700

800

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

乗
車
人
数
（
人
）

H30 R1

113

137
151

127

62

123
142 138

115
128

73
55

93
81 88 90

35

65 63
77 82 79

72

7

0

50

100

150

200

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

乗
車
人
数
（
人
）

H30 R1

〇令和２年４月から、利用者の少ない小松倉線の早朝便を減便し、帰宅者の利用要望があ

る種苧原線の午後便を増便して、運行の効率化を図る。また、学校・ＰＴＡからの要望

により、種苧原線、小松倉線、村松線の帰宅時間帯に 16:15発の学校関連便を追加設定

した。 

○今後は、見直しによる効果を検証すると共に、広報活動等による利用促進策や更なる効

率化を検討していく。 

コロナの影響 

(学校の休校等) 

学校関連便冬期利用 

10 月～ 

コロナの影響 
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③ 種苧原線 

  ・種苧原線の沿線人口は、5％の減少 

・種苧原線の乗車人数は 4 月～2 月（コロナの影響前）でやや減少しているが、

ほとんど変化なし（0％）※小中学校は 3月休校 

  ・平成 30 年度は 11 月から学校関連便に 1 人増加（計 12 人）したが、令和元年

度は年間を通じ 13人が利用したため、冬期の変化はない 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 種苧原線の月別推移 
 
 
④ 小松倉線 

・小松倉線の沿線人口は、7％の減少 

  ・小松倉線の乗車人数は 4月～2月（コロナの影響前）は、18％の増加 

※小中学校は 3月休校 

  ・学校関連便の冬期の定期券において、平成 30年度は 11月から利用可能だった

ものを、令和元年度は一カ月前倒しして、10月から利用可能としたことによる

乗車人数の増加（※夏期：9人→冬期：10人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 小松倉線の月別推移 
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協議事項 

 第２号 
和島地域における乗合タクシー実証運行について 

 

１．概要 

公共交通空白地が広がっており、路線バスの本数が限られている（3.5 往復／日）

和島地域において、自家用車に頼ることのできない、地域住民の生活交通確保へ向け

た取り組みを進めるもの。 

 

（１）令和元年度の取組 

 ・令和元年 5月「長岡市和島地域生活交通検討委員会」を設立。 

 ・令和元年 9月から地元商工会に加入している割烹バスを活用し、一部地域で無償

による試験運行を開始。（運送事業の許可や自家用有償運送の登録を要しないと

認める互助としての運行） 

 

表 試験運行実績 

期間 令和元年 9月 9日～令和 2年 3月 13日 

運行区域 和島高畑・日野浦・和島中沢・梅田地域 

運行頻度 平日２日/週 9/9～1/6は 1日４便 1/6～3/13は 1日３便 

利用者数 延べ 79人（同じ人が複数回利用） 約 1.7人/便 

稼働率 約 28％（47便/167便） 

 

 （２）令和２年度の取組 

 ・令和２年４月 13日～9月 28日までは、割烹バスによる試験運行継続。 

 ・令和２年 10月よりデマンド型乗合タクシーによる実証運行開始。 

 

表 和島地域デマンド型乗合タクシー実証運行（案）※ 

期間 令和 2年 10月１日～令和 3年 9月 30日 

根拠法令 道路運送法第 21条 

運送事業者 タクシー事業者 

使用車両 
ジャンボタクシー車両（乗客 9名定員）1台 

小型タクシー車両（乗客 4名定員）1台 

運行区域 
和島地域（地域全域） 

与板地域（目的地指定 長岡地域方面への乗継ポイント等） 

運行頻度 平日２～３日/週 午前 8時～13時毎時便 

利用方法 電話による事前予約制 

運賃 和島地域内 200円 和島地域～与板地域２地点 500円 

乗降位置 停留所は指定せず、ドアツードア運行 与板は乗降場所指定 

※今後、検討委員会や交通事業者と調整して実証運行の内容を検討する。 
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■令和２年 10月～実証運行区間（案） 

 

 

 

 

 

与板仲町バス停 

よいたコミュニティセンター 

長岡駅 

割烹バス 

試験運行エリア 

和島地域 



30 

 

協議事項 

第３号 
新公共交通システム勉強会について 

 
１．概要 

人口減少や高齢化、モータリゼーションの進展による利用者の減少を踏まえ、持

続可能な公共交通の仕組みを構築していくため、長岡市地域公共交通網形成計画で

目標としている「誰もが使いやすく、わかりやす公共交通の実現」へ向けた施策「わ

かりやすい情報提供」「ＩＣカードの導入検討」を推進していくための検討を行う。

また、ＩＣＴや新たなモビリティサービスの導入などによる、長岡版ＭａａＳの将

来的な可能性やあり方について検討を行う。 

 

２ 検討内容 

 項 目 内 容 

◎ キャッシュレス 
ＩＣカード導入 

ＱＲ決済 

◎ 経路検索機能 

ＧＴＦＳデータ作成 

ながおかバスｉ機能拡充 

新たなロケーションシステム導入 

○ 長岡版ＭａａＳ 

市の現状を踏まえ長岡版 MaaSの機能・必要な 

サービスのあり方検討 

・市街地交通（オンデマンド交通等） 

・空白地交通（タクシ－活用等） 

・カ－シェアリング 

・サイクルシェアリング 

・外国人来訪者対応（多言語化）等 

 

３ 参加メンバー 

市、交通事業者、学識経験者、北陸信越運輸局など協議会メンバーのほか、必要に

応じて先進事例実施の自治体や交通事業者、アプリ開発事業者の参加も想定 

 

４ 今年度の予定 

○第１回勉強会 

時期：７月～８月（新型コロナウィルスの状況を考慮して判断） 

内容：長岡市の現状 

   キャッシュレス・経路検索システムの現状、他地域の導入状況 

   日本版ＭａａＳの取り組み状況 

 ○第２回勉強会 

時期：１１月～１２月 

内容：キャッシュレス、経路検索システムの導入方針 

   長岡版ＭａａＳの将来方針（あり方） 
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協議事項 

第４号 
令和２年度 事業内容について 

 
今年度の取組み方針 
 
平成 28 年度に策定した「長岡市地域公共交通網形成計画」の施策を引き続き進め

るとともに、各事業の進捗等を踏まえ、見直しを含めた検討を行う。 

公共交通空白地有償運送が行われている地域については、引き続き支所と連携しな

がら運行改善を図るべく検討を進める。 

栃尾地域については、デマンド型乗合タクシー実証運行を利用促進施策も展開しな

がら継続し、令和 3年 4月からの本格運行に向けて調整を進める。 

和島地域については、割烹バスによる無償の試験運行を継続し、令和 2 年 10 月か

らのデマンド型乗合タクシー実証運行に向けて調整を進める。 

公共交通空白地が多い中之島地域・寺泊地域をはじめとする各支所地域については、

支所を中心とした話し合いの場などにより地域ニーズの把握に努め、地域主体の交通

手段の確保に向けた助言・指導等を行う。 

利用促進や環境整備については、寺泊駅前広場整備の工事に着手するとともに、越

路駅周辺の駐車場整備によるパークアンドライドの推進、バス停上屋の整備（町内会

補助）、モビリティマネジメントの推進（乗り方教室）、新たな公共交通システムの検

討を進める。 

また、長岡市地域公共交通網形成計画が来年度で５か年計画の最終年度を迎えるこ

とから、来年度実施予定の次期計画の策定に向けた検討を進める。 

なお、新型コロナウイルス対策として、公共交通の利用回復を目的とした「バス・

タクシー共通割引券事業」の実施を予定している。 
 
◎今年度の主な取組み内容 

１．主要事業 

（１）路線バス及び公共交通空白地有償運送の効率的な運行の検討 

（小国地域、川口地域、山古志地域・太田地区） 

（２）栃尾地域のデマンド型乗合タクシー実証運行と本格運行へ向けた検討 

（３）和島地域のデマンド型乗合タクシー実証運行 

（４）共助運送の活用に関する検討 

（５）パークアンドライドの推進 

寺泊駅前広場整備（工事着手）、来迎寺駅周辺駐車場整備 

（６）モビリティマネジメントの推進 

小学校や高齢者を対象とした乗り方教室 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえて実施を判断。 

（７）新たな公共交通システム勉強会の開催 

（８）バス・タクシー共通割引券事業 
 
２．協議会の開催 

 （１）今年度は３回程度開催（６月、１１月、２月を予定） 

 （２）必要により地域分科会の開催 
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協議事項 

第５号 
令和２年度 公共交通関連事業について 

 

１ 長岡市地域公共交通協議会 

項 目 内 訳 予算額（千円） 
網形成計画に 

おける位置づけ 

協議会関係経費 
会議費（委員報酬等）、 

事務費、委託費 
4,000 － 

 

２ 長岡市地域公共交通網形成計画に基づく各種施策の推進 

■生活交通の確保対策 

項 目 内 訳 予算額（千円） 
網形成計画に 

おける位置づけ 

路線バス補助金 － 111,256 
【事業】①-1、②-1、 

③-1 

コミュニティバス等 

補助金 

小国、川口、 

山古志、和島 
58,901 【事業】⑤-1 

公共交通空白地 

生活交通実証運行 
栃尾 7,800 【事業】⑤-1 

公共交通空白地 

生活交通実証運行 
和島 3,453 【事業】⑤-1 

 

■公共交通の利用環境整備 

項 目 内 訳 予算額（千円） 
網形成計画に 

おける位置づけ 

バス待合所 

設置事業補助金 

町内会が設置する 

ものに対して補助 
500 【事業】⑬-1 

公共交通移動円滑化 

設備整備費補助金 

ノンステップバス 

購入費補助 
5,000 【事業】⑩-1 

公共交通情報 

提供システム運用 
－ 8,782 【事業】⑨-1、⑨-2 

 

■駅前広場整備 

項 目 内 訳 予算額（千円） 
網形成計画に 

おける位置づけ 

寺泊駅 
造成工事、修正設計 

電力柱等移転補償費 
17,000 【事業】④-1 

来迎寺駅 
駐車場整備工事、 

測量設計 
7,000 【事業】④-1 
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■モビリティマネジメントの推進 

項 目 内 訳 予算額（千円） 
網形成計画に 

おける位置づけ 

ながおか 

ノーマイカーデーの実施 
－ 

76 【事業】⑧-1 

バスの乗り方教室 
小学生や高齢者を 

対象とした教室 

自転車利用環境 

整備事業 

中心市街地 

駐輪対策検討業務 
2,000 － 

※ノーマイカーデー及びバスの乗り方教室は、新型コロナウイルスの感染拡大状況を

踏まえて実施を判断。 

 

３ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援事業 

■公共交通事業者に対する補助金交付事業 

項 目 内 訳 予算額（千円） 
網形成計画に 

おける位置づけ 

公共交通感染防止 

対策支援事業 

感染拡大防止に資する 

物品購入費等を補助 
6,200 － 

バス・タクシー共通 

割引券事業 

全世帯に 

共通割引券を配布 
43,000 － 

 


